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山 梨 県 指 定 通 所 支 援 の 事 業 等 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 新 旧 対 照

表 （ 第 二 条 関 係 ）

 

新

 

旧

 

（ 利 益 供 与 等 の 禁 止 ） 

第 五 十 一 条 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 者 は 、 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 若 し く は

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 第 五 条 第

十 六 項 に 規 定 す る 一 般 相 談 支 援 事 業 若 し く は 特 定 相 談 支 援 事 業 を 行 う 者

（ 次 項 に お い て 「 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 等 」 と い う 。 ） 、 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス を 行 う 者 等 又 は こ れ ら の 従 業 者 に 対 し 、 障 害 児 又 は そ の 家 族 に 対 し

て 当 該 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 者 を 紹 介 す る こ と の 対 償 と し て 、 金 品 そ の

他 の 財 産 上 の 利 益 を 供 与 し て は な ら な い 。 

２ 略 

（ 利 益 供 与 等 の 禁 止 ） 

第 五 十 一 条 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 者 は 、 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 若 し く は

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 第 五 条 第

十 七 項 に 規 定 す る 一 般 相 談 支 援 事 業 若 し く は 特 定 相 談 支 援 事 業 を 行 う 者

（ 次 項 に お い て 「 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 等 」 と い う 。 ） 、 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス を 行 う 者 等 又 は こ れ ら の 従 業 者 に 対 し 、 障 害 児 又 は そ の 家 族 に 対 し

て 当 該 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 者 を 紹 介 す る こ と の 対 償 と し て 、 金 品 そ の

他 の 財 産 上 の 利 益 を 供 与 し て は な ら な い 。 

２ 略 

 

  

 


